
徳
島
県
規
則
第
六
号

徳
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
針
（
以
下
「
地

球
温
暖
化
対
策
指
針
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の

第
五
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

県
内
に
設
置
し
て
い
る
す
べ
て
の
工
場
又
は
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
お
い
て
前
年
度
に
使
用

し
た
燃
料
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
。

以
下
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
燃
料
を
い
う
。
）
の
量
並
び

に
前
年
度
に
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
熱
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
熱
を
い
う
。
）
及
び
電
気
（
同

項
に
規
定
す
る
電
気
を
い
う
。
）
の
量
を
そ
れ
ぞ
れ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
原
油
の
数
量
に

換
算
し
た
量
を
合
算
し
た
量
が
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
者

第
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
針
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う

。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
六
月
末
日
」
を
「
七
月
末
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
及
び
第
十
条
第
二
項
中
「
六
月
末
日
」
を
「
七
月
末
日
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
環
境
局
環
境
首
都
課
」
を
「
環
境
総
局
環
境
首
都
課
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
号
ハ
中
「
ウ
ィ
ン
ド
型
、
ウ
ォ
ー
ル
形
又
は
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
八
十
五
号
）
」
を
「
（
平
成

二
十
一
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
十
三
号
）
」
に
改
め
る
。

第
１
種
エ
ネ
ル
ギ

管
理
指
定
工
場
の
設
置
者

原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ

使
用

様
式
第
一
号
中
「

ー

」
を
「

ー

量
が

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
者

事
業
所
の
名
称

氏
名
又
は
名
称

事
業

1
,
5
0
0

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

「

「

取
得

」
を
「

」
に
、

を

所
の
所
在
地

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

年
月

日
年
月
日

」

取
得
等

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

事
業
所

事
業
者

年
月
日

」

第
１
種
エ
ネ
ル
ギ
管
理
指
定
工
場
の
設
置
者

原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ

使
用

様
式
第
三
号
中
「

ー

」
を
「

ー

量
が

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
者

事
業
所
の
名
称

氏
名
又
は
名
称

事
業

1
,
5
0
0

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「

」

所
の
所
在
地

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所

を
「

」
に
改
め
る
。

事
業
者附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
一
号
、
第
十
四



条
第
一
号
ハ
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
徳
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
年
徳
島
県
条
例
第
四

十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖

化
対
策
計
画
書
（
以
下
「
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

徳
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
中
「

七
月
末
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
一
月
末
日
」
と
す
る
。

３

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
同
条
に
規
定
す
る
報
告
書
（
以
下
「
報

告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
条
第
二
項
中
「
七
月
末
日
」
と
あ
る
の
は
、

「
十
一
月
末
日
」
と
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
を
提
出
し
て
い
る
改
正
前
の
徳
島
県
地
球
温

暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当

該
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
う
ち
平
成
二
十
一
年
度
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
九
条
第

一
項
の
特
定
事
業
者
と
み
な
す
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
に
係
る
平
成
二
十
二
年
度

に
お
け
る
報
告
書
及
び
当
該
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
（
旧
規
則
第
五
条
第
一
号

に
掲
げ
る
者
の
提
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
に
係
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
当
該
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
に
係
る
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
後
は
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。


